
青森県生活習慣病検診管理指導協議会について

資料１

1

青森県がん・生活習慣病対策課

令和２年１０月２７日



１．がん検診に関する協議会の位置付け（がん検診の事業評価の体制）

③県への助言・指導
県の評価・対策案に係る協
議、県への助言・指導

１．チェックリストによる技術・体制の確認
２．がん検診の委託契約の締結、実施計画の作成
３．がん検診の実施
４．地域保健・健康増進事業報告の作成・報告、プロセス指標の算出
５．県及び市町村の事業評価に基づく改善

②協議会への報告
県全体の事業評価、
対策案の報告

④市町村等への助言・指導
検診機関への助言・指導通
知、データの公表

青 森 県
・国レベルの分析・評価の
フィードバック、受託研
究結果による提言等

市町村
<実施主体>

集団検診機関・個別検診機関（郡市医師会を含む）
<検診の受託者>

弘前大学

青森県生活習慣病検診管理指導協議会

①市町村等の調査及び評価
チェックリストの実施状
況、プロセス指標

【設置根拠】
・［国 通 知］健康診査管理指導等事業実施のための指針 等
・［県要綱等］青森県生活習慣病検診管理指導協議会設置要領 等

【所掌事務】
（１）生活習慣病検診の実施方法及び精度管理に関すること。
（２）生活習慣病登録に関すること。
（３）検診従事者に対する講習会等に関すること。
（４）がん登録事業により得られた資料の提供の可否に係る審査等に関すること。
（５）合議制機関に対するがん登録推進法の規定による意見聴取事項に関すること。
（６）その他の必要な事項の検討に関すること。

国立がん研究センター

がん検診（対策型）を行う者
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（１）がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針への対応状況

◆内容：死亡率の減少効果について科学的根拠のあるがん検診が、市町村の事業とし
て行われるよう国が示した指針を順守しているかを確認する。

◆課題：［共通］対象年齢の遵守 ［乳・子宮頸］検診間隔の遵守

２．協議会が、がん検診の事業評価のため確認する項目・指標

（２）市町村チェックリスト実施率、検診機関チェックリスト実施率
（＝技術・体制指標）の状況

（３）プロセス指標（受診率、精検受診率、要精検率、陽性反応適中度、
がん発見率）の状況

◆内容：がん検診に関与する機関（市町村、検診機関、県）が、最低限整備するべき
技術・体制について「事業評価のためのチェックリスト」に基づき点検し、
その結果を実施率として数値化した指標を確認する。

◆課題：［共通］市町村ＣＬ約５０項目のうち特に重要な１１項目の実施率向上、
集団検診機関の実施率向上、個別検診機関の実施率把握

◆内容：市町村のがん検診事業の各プロセス（受診者の募集、スクリーニング、精密
検査への誘導、精密検査、事業評価）が適切に行われているかを評価するた
めの指標を確認する。

◆課題：［共通］精密検査受診率の向上、プロセス指標の評価
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4※市町村及び検診機関に対しては、文書により個別に改善すべき事項についてもフィードバックしている。

３．令和元年度の市町村及び検診機関への助言・指導内容 【全体事項】
「市町村におけるがん検診の精度管理水準の向上等の取組について」（2020.2.25青森県健康福祉部長通知）



４．市町村・検診機関への助言・指導内容と改善状況
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No
がん検診の種類

（［ ］内は通知時期）

指針を遵守する市町村数

区分 R1 R2

１
胃がん検診（胃部エックス線検査）
［R1通知］

集団 ３６／４０ ３４／３８→

個別 １７／２１ １８／２２↑

２
大腸がん検診
［R1通知］

集団 ３３／４０ ３３／３９↑

個別 ２０／２６ ２４／２８↑

３
肺がん検診
［R1通知］

集団 ２９／４０ ３１／３９↑

個別 ８／１５ １０／１７↑

４
乳がん検診
［R1通知］

集団 １６／４０ １７／３９↑

個別 １３／３０ １４／３０↑

５
子宮頸がん検診
［R1通知］

集団 １２／４０ １４／３９↑

個別 １２／３６ １４／３７↑

（１）市町村（指針に基づくがん検診の実施）



４．市町村・検診機関への助言・指導内容と改善状況
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No
助言・指導内容

（［ ］内は通知時期）

改善状況

区分 H27 R1

１
対象者全員に対して個別の受診勧奨を行う。
［H28～R1通知］

集団 ２３／４０ ３３／４０↑

２
未受診者に対して再勧奨を行う。
［H26～R1通知］

集団 ５／４０ １１／４０↑

３
個人別の受診台帳を作成する。（受診歴等の管理）
［H26～R1通知］

集団 ３２／４０ ３７／４０↑

４
受診勧奨時にがん検診の意義や精密検査の必要性等を
リーフレット等で説明する。 ［H26～R1通知］

集団 ４／４０ ３９／４０↑

５
精密検査の結果を漏れなく把握する。
［H26～R1通知］

集団 ３８／４０ ４０／４０↑

６
市町村・検診機関・精検機関で精検結果を共有する。
［H28～R1通知］

集団 ３1／４０ ３８／４０↑

（２）市町村（チェックリスト調査） （※全ての検診で実施している市町村数）



４．市町村・検診機関への助言・指導内容と改善状況
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No
助言・指導内容

（［ ］内は通知時期）

改善状況

区分 H27 R1

７
精密検査未受診者への個別の受診勧奨を行う。
［H28～R1通知］

集団 ３７／４０ ４０／４０↑

８
基準に沿った仕様書（精度管理項目を明記）を作成し、
委託検診機関を選定する。 ［H26～R1通知］

集団 ７／４０ ３６／４０↑

９
検診機関へ精度管理評価をフィードバックする。
［H28～R1通知］

集団 ０／４０ ３３／４０↑

10
プロセス指標を全体、性別・年齢５歳階級別、検診機
関別、検診受診歴別に集計し、把握する。
［H26～R1通知］

集団 ６／４０ ２３／４０↑

11
要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名の一
覧を提示する。
［R1通知］

集団 ３１／４０ ３６／４０↑

（２）市町村（チェックリスト調査）

（※No１０は全てのプロセス指標を把握している市町村の数）

（※全ての検診で実施している市町村数）


